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公募型プロポーザル説明書 

 

１ 業務概要 

(1) 業務の目的 

広島県では、私立高等学校等を対象とする高等学校等就学支援金、授業料等軽減補助

金及び奨学のための給付金等の修学支援業務の事務処理を職員によって行ってきたが、

近年の頻繁な制度改正・追加等に伴い事務内容の変化、事務量の増加が生じている。こ

うした中、令和５年度よりアウトソーシングを実施し、繁忙期の業務の一部を外部委託

することにより効率的かつ安定的な業務の遂行を図ってきた。 

令和８年度は、授業料等軽減補助金に関しては、これまでの審査方法を変え新たに県

独自のツールを使用して審査を行う予定である。また、奨学のための給付金に関して

は、支給対象拡大に伴う大幅な申請件数の増加が見込まれることから、電子申請を導入

する。 

このような事務内容等の変化を踏まえ、民間の業務効率化ノウハウや創意工夫を活か

した事務処理・事務フローの構築及び見直しを行うことにより、業務の定型化を促進す

るとともに、一層の効率化・安定化を図る。 

(2) 業務内容 

別紙「仕様書」のとおり 

(3) 履行期間 

令和８年７月１日（水）から令和９年１月 31 日（日）まで 

(4) 予算額 

23,562 千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

２ 注意事項 

(1) 公募型プロポーザル参加資格確認申請書提出期限 

令和８年３月 18 日（水） 午後５時 

(2) 仕様書等に対する質問書提出期限 

令和８年３月 23 日（月） 午後３時 

(3) 上記(2)に対する回答日等 

令和８年３月 24 日（火）に、公募型プロポーザル参加者全員に回答する。ただし、質

問・回答の内容が、質問者の具体的な提案内容に密接に関わるもの及び軽微な質問につ

いては、質問者のみに回答する。 

(4) 提案書提出場所及び期限等 

① 提案書提出場所 

広島県環境県民局学事課 

   ② 提案書提出期限 

令和８年３月 26 日（木）正午 

  ③ 提出書類 

    「令和８年度広島県私立高等学校等修学支援業務公募型プロポーザル提案書作成要

領」による書類 

(5) 提案書に関するプレゼンテーション、ヒアリング実施場所等 
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① 実施場所 オンライン開催 （予定） 

② 実施日時 令和８年３月27日（金）の別に指定する時間 

③ 出席者  公募型プロポーザル参加資格を有している事業者  

④ 時 間  １提案者当たり 45 分程度 

（プレゼンテーション 30 分以内、質疑応答 15 分以内） 

⑤ その他  プレゼンテーションは、提出した提案書により行うものとし、追加提案

の説明や追加資料の配付は認めない。 

(6) 公募型プロポーザル参加資格確認申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。）につ 

  いて 

① 公募型プロポーザル参加希望者は、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなけれ

ばならない。 

ア 機密データの保存等に関する申出書 

② 申請書及び前号に定める必要な書類（以下「申請書等」という。）の作成に要する費

用は、公募型プロポーザル参加希望者の負担とする。 

③ 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。 

④ 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡

易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれら

に準じるものに限る。（民間宅配事業者のいわゆる「メール便」は、これに当たらない。） 

(7) 仕様書等について 

① 仕様書等に対する質問がある場合は、上記「２(2)仕様書等に対する質問書提出期限」

までに、仕様書等に対する質問書（様式第２号）により提出すること。ただし、軽微な

質問については、電話等でも受け付け、口頭により回答する。 

② 上記の質問に対する回答については、公募型プロポーザル参加資格を有する者のし

た質問にのみ回答する。 

(8) 最優秀者として選定されなかった者に対する理由説明等について 

① 最優秀者として選定されなかった者に対しては、その旨を書面により通知する。 

② 上記の通知を受けた者は、広島県環境県民局学事課に対してその理由説明を求める

ことができる。 

③ この説明を求める場合は、令和８年３月 31 日（火）までに、その旨を記載した書類 

 を提出すること。 

④ 上記に対する回答は、令和８年４月１日（水）までに、書面により行う。 

(9) 支払条件 

毎月の完了払いとする。 

(10) 手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(11) 参加者の負担について 

申請書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

(12) 指名除外措置等 
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申請書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された申請書及び提案書を無効

とするとともに、指名除外の措置を行うことがある。 

(13) 提出された提案書について 

① 提出された提案書は、返却しない。 

② 提案書は、本業務受託候補者の選考以外に提案書の提出者に無断で使用しないもの

とする。ただし、次の場合には、使用することがある。 

ア 広島県情報公開条例に基づき公開する場合 

イ 最優秀提案者の企画提案書を公開する場合 

(14) 参加の取止 

申請書又は企画提案書を提出した後に本件公募型プロポーザルへの参加を取り止める

場合は、速やかに別紙「取下願」（様式第３号）を提出すること。 
 

３ 契約事項 

(1) 公募型プロポーザルに関する要領 

公募型プロポーザル事務処理要領に基づき執行する。 

(2)  契約の締結 

公告に定めた方法により決定した最優秀提案者と当該提案者の提出書類に基づき協議

を行い、協議が整った場合に、県の契約担当職員が別に定める予定価格の範囲内で契約

を締結する。 

なお、この協議において企画提案の内容を一部変更する場合がある。 

また、委託予定事業者と協議が整わない場合は、次点の提案として評価した者と協議の

上、契約を締結する場合がある。 

 (3) 契約事項に関する規則 

広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 

(4) 契約保証金 

公告に定めるとおり 

(5) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３の規定に基づく長期継続契約 

適用なし 

 

４ 添付書類 

□ 公告の写し 

□ 公募型プロポーザル参加資格確認申請書（様式第１号） 

□ 仕様書等に対する質問書（様式第２号） 

□ 取下願（様式第３号） 

□ 契約書（案） 

□ 仕様書 

□ 令和８年度広島県私立高等学校等修学支援業務提案書評価基準 

□ 令和８年度広島県私立高等学校等修学支援業務公募型プロポーザル提案書作成要領 

 □ 機密データの保存等に関する申出書 

 

 【問い合わせ先】 

広島県環境県民局学事課（修学支援担当） 担当：山﨑、松原 

電話：082‐513‐2755（ダイヤルイン）  


